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１． はじめに 

電子情報通信学会（IEICE）と情報処理学会（IPSJ）は、

最近それぞれの倫理綱領の見直し・改訂を行った。情報処

理学会は、すでに 2022 年 6 月に改訂し、新倫理綱領を公

表している。本学会は理事会承認を経て、2023 年度に新倫

理綱領を公表する予定である。 
両学会は、この倫理綱領改訂を機に、IEICE が作成し公

表してきた「倫理事例集」（β版）を拡充・更新する共同

作業を行っている。IPSJ の倫理普及検討 WG および、

IEICE 倫理委員会倫理綱領検討小委員会（以下、検討小委

員会）で、従来の倫理事例集を見直し、旧事例更新および

新事例作成を行っている。本事例集制作を通じて、両学会

会員が研究・イノベーションの中で直面する倫理的課題に

関する相互理解を深め、費用等も共同で負担する共同作業

を通じて、両学会の協力関係を深めることが期待される。 
本シンポジウムでは、両学会の倫理綱領改訂に関して紹

介・説明するとともに、現在制作が進む拡充倫理事例集か

ら、注目すべき事例を精選して説明する。これらの事例は、

人工知能（AI）やデータサイエンスなど社会的・学術的関

心が集まる分野の倫理的問題に加え、とくに、電子情報通

信技術・情報処理技術の領域を拡張する最先端技術

（emerging technology）や学際的研究の倫理的問題を取り

上げる。パネル討論においては、これらの事例や、電子情

報通信技術者や情報処理技術者が研究や業務で直面しうる

倫理問題に関して議論を行う。 

2 ．本学会の倫理綱領見直し・改訂について 

倫理委員会のもとに設けられた倫理綱領検討小委員会

（委員長：小川賢（神戸学院大学）、幹事：橘雄介（福岡

工業大学））は、2021 年 7 月から、本学会の倫理綱領の見

直しを進め、改訂案を作成してきた。 
1998 年 7 月に制定された本会倫理綱領は、その後の電子

情報通信技術の発展および社会・経済等の変化を受けて、

2011 年 2 月に大幅に改訂された。改訂は、本会企画室に置

かれた技術者倫理ワーキンググループ（主査：三木哲也

（電気通信大学）1、幹事：鶴原稔也（NTT ドコモテクノ

ロジ））が実施した。 

 
1 以下歴史的事例はいずれも当時の所属。 

この改訂では、地球環境と技術との調和、人類の幸福と

福祉への貢献という電子情報通信技術の目的の明示や、そ

の影響も含めて直感的把握が困難である電子情報通信技術

の性質の指摘を行い、これらを前提として、電子情報通信

技術者の目指すべき理念や責務を示すという内容上の更新

も行われた。倫理綱領に加え、各条文の内容を詳細化した

行動指針を作成し、倫理綱領を実際の業務や研究で利用し

やすくした点も大きな変化だった。現代の目から評価する

と、多元的価値が共在するグローバル社会に対応する多元

的倫理にもとづく改訂がおこなわれただけでなく、AI やデ

ータサイエンスの倫理で注目される電子情報通信技術が社

会的・経済的差別を増幅しうる性格を有することを予見す

るかのような改訂内容が加えられたことは興味深い。 
前回改訂から 10 年を経過し、社会・技術の進展等を踏

まえて計画された今回の見直しにおいては、前述の 2011
年改訂の先進性を踏まえ、倫理綱領および行動指針につい

て、①名宛人の明確化、②グローバル化・多様化を進める

社会におけるダイバシティ推進の要請への対応、③専門家

同士、専門家と非専門家の対話の重視、④一次元的な価値

のトレードオフに加え、多元的価値の相克するジレンマの

観点の導入、⑤関係法令の更新に対応する法令一覧の別表

化、⑥句読点の使用の整理など改訂を行うこととなった 1)。 
2022 年 3 月の総合大会、7 月の 2 学会情報セキュリティ

関連の 8 研究会合同のサマーセキュリティサミット、12 月

の情報処理学会教育とコンピュータ研究会（CE 研）との

合同研究会において改訂案を報告し、意見聴取を行った。

12 月には、理事会に対して改訂案を示し、助言・意見を得

た。さらに、本シンポジウムでの報告に加え、『電子情報

通信学会誌』2023 年 3 月号の小特集において新旧倫理綱領

の対照表を示し、会員からの意見聴取を行う。 

3．倫理事例集はなぜ必要か 2) 

倫理綱領は、研究や業務にかかわる具体的状況の下での

倫理的判断を支援することが期待されている。倫理的判断

の支援方法には、相互に排他的ではないトップダウン型ア

プローチとボトムアップ型アプローチの２つがある

（Beauchamp and Childress 2001=2009: 467-482）。トップダ

ウンとボトムアップの中間的な倫理的判断支援もある。 
トップダウン型アプローチは、比較的抽象度・一般性が

高い理念や規範を社会に宣言する倫理綱領からより具体性



が高い研究倫理指針等を導出する。たとえば、生物医学な

どにおける研究倫理指針の原型となったベルモントレポー

トは、人格の尊重（自律原則）・善行（仁恵・恩恵）・正

義の３原則をかかげ、さらに米国被検者保護局がこれを現

場に適用する倫理ガイドラインとして詳細な「コモンルー

ル」（common rule）(45 CFR part 46, Federal Policy for the 
Protection of Human Subjects)と呼ぶガイドラインを定める。 

具体的な倫理的判断の場面に着目するボトムアップ型ア

プローチは、抽象的な原則や指針は立てず、具体的場面の

倫理的判断を集めた倫理事例集を提供する。キリスト教会

における「決議論」と呼ばれる、主に遠方に派遣された助

祭向けの道徳的ガイドが例としてあげられることが多い。 
トップダウン型アプローチは原理の機械的適用に陥る懸

念がある一方、事例集は典型的事例から外れる状況に陥っ

た際に判断の手がかりを失ってしまう懸念もある。したが

って、これらの折衷とも言えるアプローチも求められる。

本会や電気学会などが倫理綱領・行動指針の制定と併せて、

これらの倫理綱領・行動指針とのかかわりから、各学会が

かかわる技術領域の倫理的問題を示す倫理事例集を提供し

ている例が、この折衷型アプローチに当たる。 
倫理事例集は、倫理綱領・行動指針の精神を具体的な状

況で活かすため、専門職の理念と責務を示す倫理綱領・行

動指針と併せて整備が期待されるものである。 

4．IEICE における倫理事例集の整備 

2011 年倫理綱領改訂に際しては、倫理綱領を業務や研究

の現場で生かすための指針・倫理事例集の整備も計画され

た。行動指針は、倫理綱領各条文の内容をより詳細化し、

倫理綱領の精神を現場で生かすよう意図している。また、

教育普及のため、技術者・研究者が職務上倫理的判断を迫

られた事例を集め紹介する倫理事例集が計画された2。 
倫理事例集の作成は、その後 2015 年に倫理委員会に設

けられた事例集検討小委員会（主査：吉開範章（日本大

学），幹事：宮田純子（神奈川大学）・高橋寛幸（NTT ソ

フトウェアイノベーションセンタ））が担った。この事例

集は、歴史的事例および仮想事例を含め、技術者・研究者

が直面しうる倫理的問題状況を示したうえで、どのように

倫理的判断を行うべきか、読者に問いかける形式を取った。 

この形式をとったのは、次のような理由のためである。

歴史的事例では、課題への当事者の対応を示したが、その

事実を知るだけでは十分ではない。倫理的判断は唯一の正

解がある場合は少なく、倫理綱領で示されたさまざまな価

値同士のかかわりや対立を考慮したうえで、自分自身で責

任をもって考えて判断する必要がある。そのうえで、判断

の根拠を関係者や社会に対して説明することが求められる。

そのため、事例集と倫理綱領・行動指針をもとに、自らの

考察を通じて、または同僚・関係者との議論を通じて、上

記の倫理的判断とその根拠を獲得することを期待している。 

 
2 なお、倫理綱領改訂・行動指針の作成と併せて、倫理綱領改訂

を担った技術者倫理検討ワーキンググループにおいて、本会倫理

委員会の設置が検討された。倫理委員会は 2009 年 4 月理事会で

承認され、翌年 6 月 10 日に第 1 回倫理委員会が開催された。鶴

原稔也氏（SITE 研究会顧問）作成私家版年表による。記して、

鶴原氏に感謝する。 

倫理事例集（β版）は、2017 年 3 月に会員限定でウェブ

公開し、2022 年には広く閲覧可能な形で公開した3。 

検討小委員会は、教育サブワーキンググループのリーダ

ーである辰己丈夫（放送大学）を中心に、IPSJ 倫理普及検

討 WG とともに、現在の事例集の拡充・更新に取り組んで

いる。共同で倫理事例集を作成することで、両学会の会員

が直面しうる倫理的な共通課題の理解を深めるともに、両

学会会員のより倫理的な研究・イノベーションが推進され

ることが期待される。 

とくに、現在広がりつつある社会科学・人文学などの分

野との学際的研究や、社会との対話を促すアウトリーチ活

動、AI やデータサイエンスも含め、新しい倫理的問題を提

起する最先端技術などの事例を追加する予定である。また、

5－10 分程度の映像講義と、解説的な文章によって、これ

らの倫理的問題をわかりやすく説明する。この新事例につ

いては、2023 年 3 月から順次映像と文章を公表予定である。 

5．パネルディスカッションの構成と内容 

パネルディスカッションは、以下の講演と討論から構成

する。()内は講演者である。 
(1)趣旨説明（小川） 
(2) 情報処理学会倫理綱領改訂案について（吉濱） 
(3) 電子情報通信学会倫理綱領改訂案について（小川） 
(4) 「事例集」の共同制作について（辰己） 
(5) 事例１：機械と身体の遠隔操作技術のセキュリティ／

倫理問題（村上） 
(6) 事例２：ソーシャルネットワークサービスにおけるコ

ンテンツモデレーション（森下） 
(7) 事例３：ユーザ調査における同意取得とプライバシー

問題（長谷川） 
(8) 事例４：開発者に対するデセプション問題（秋山） 
(9) 事例５：AI の倫理問題（久木田） 
 事例は、最先端技術にかかわるもの、および学際的研究

にかかわるもの、実務で技術者・研究者が現在直面する倫

理的課題を広く取り上げている。共同制作の紹介において

は、新事例の映像等の紹介を行う。 
パネル討論においては、各講演を踏まえて、電子情報通

信技術・情報処理技術の倫理的問題について議論を行い、

倫理綱領・行動指針の改訂案および事例集について、広く

会員や非会員を含むオーディエンスからの意見を求め、討

論を通じて、それらのより深い理解と改善を図る。 
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